【様式第１号】
現地説明会参加申込書

令和　年　月　日　
所　 在 　地
名　　　　称　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　

１　対象施設名

広島県立県民の森
２　担当者氏名等
（１）担当者氏名
（２）連絡先
	電話番号：
	　

	電子メール：
	　


３　参加者
	役　職　名
	氏　　　名
	備　　　考

	
	
	

	
	
	

	
	
	


※　参加人数は３名までとします。
【様式第２号】

募集要項に対する質問票

令和　年　月　日　

　広島県環境県民局自然環境課長　様
所在地

名　称

	担 当 者 氏 名
	

	連絡先
	電話番号
	

	
	電子メール
	


１　対象施設

広島県立県民の森
２　質問事項

	募集要項の

該当項目等
	質　問　内　容

	
	

	
	

	
	

	
	


※　質問項目等が多い場合は，本様式を適宜複写して利用してください。

【様式第３号】
指定管理者指定申請書
令和　　年　　月　　日　

　広島県知事様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	
	郵便番号
	

	
	主たる事務所の
所在地
	

	申請者
	名称
	

	
	代表者氏名
	

	
	電話番号
	


　広島県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第２条の規定により、次のとおり広島県立県民の森の指定管理者の指定を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

添付書類

　１　事業計画書（募集要項６（２））

　２　法人にあっては、登記簿謄本（共同企業体の場合は、共同企業体協定書など）

　３　法人等又はその代表者が申請資格を持たない者（募集要項４(２)）に該当しないことを証する書類（様式第６号）

　４　広島県税、消費税及び地方消費税の納税証明書（納税義務者でない場合「未納の税額がないことの証明書」）
　５　暴力団排除及び社会保険等の加入等に係る誓約書（様式第８号）
　６　定款、寄附行為その他これらに準ずる書類
　７　申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書及び前事業年度から３か年の収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類
　８　申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

　９　施設の管理に必要となる資格等を有することを証する書類

　10　就業規則等
11　その他知事が必要と認める書類
注　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４とすること。

【様式第６号】
共同企業体協定書（例）
（目的）
第１条　当共同企業体は「広島県立県民の森」（以下「当該施設」という。）の管理を共同連帯して営むことを目的とする。
（名称）
第２条　当共同企業体は、○○○○○共同企業体（以下「当企業体」という。）と称する。
（事務所の所在地）
第３条　当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
（成立の時期及び解散の時期）
第４条　当企業体は、令和○○年○○月○○日に成立し、当該施設を管理する指定期間の満了後３カ月を経過するまでの間は、解散することができない。
２　当該施設の指定管理者となることができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、解散するものとする。
（構成員の所在地及び名称）
第５条　当企業体の構成員は、次のとおりとする。
所在地　　　　　　　　　　　　　　　　
名　称　　　　　　　　　　　　　　　　
所在地　　　　　　　　　　　　　　　　
名　称　　　　　　　　　　　　　　　　
所在地　　　　　　　　　　　　　　　　
名　称　　　　　　　　　　　　　　　　
（代表者の名称）
第６条　当企業体は、○○○○を代表者とする。
（代表者の権限）
第７条　当企業体の代表者は、当該施設の管理に関し、当企業体を代表して広島県と折衝する権限並びに自己の名義をもって管理費用等の請求及び受領する権限を有するものとする。
（構成員の責任）
第８条　各構成員は、当該施設の管理に関し、連帯して責任を負うものとする。
（権利義務の譲渡の制限）
第９条　本協定に基づく権利義務は、広島県及び他の構成員の承認がなければ、他人に譲渡することはできない。
（共同企業体締結後における構成員の脱退に対する措置）
第10条　構成員は、広島県及び他の構成員の承認がなければ、当企業体が当該施設を管理する期間が満了する日までは脱退することができない。
２　構成員のうち前項の規定により脱退した者がある場合において、広島県の承認があるときは残存構成員が当該施設を管理するものとする。
３　前項の規定により指定管理者は、残存構成員による共同企業体とし、この協定書の関係規程を適用する。
（共同企業体締結後における構成員の破産又は解散に対する処置等）
第11条　構成員のうちいずれかが共同企業体締結後において破産し、又は解散した場合には、前条第２項から第３項までの規定を準用する。
２　構成員のうちいずれかが当企業体の業務執行に当たり重要な義務の不履行若しくは不正な行為を行った場合において、当該構成員以外の構成員から要求があり、かつ広島県の承認があったときは、当該構成員は当企業体から脱退しなければならない。
（構成員の加入）
第12条　前２条の規定による構成員の脱退、破産又は解散により構成員が欠けた場合において、広島県の承認があるときは、新たな構成員を加入させることができる。
（解散後の瑕疵担保責任）
第13条　当企業体が解散した後においても、当該施設の管理につき瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
（協定書に定めない事項）
第14条　この協定書に定めのない事項においては、各構成員が協議して定めるものとする。
　○○○○外○社は、上記のとおり、「広島県立県民の森の指定管理者指定申請」に係る共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印し各自持参するとともに１通を広島県に提出するものとする。
　令和　　年　　月　　日
共同企業体の名称○○○○○○○○共同企業体
名　　　称　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
名　　　称　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
委任状
　共同企業体の名称　○○○○○共同企業体
　受任者
　　共同企業体代表者　　所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　私は、上記の共同企業体代表者を代理人と定め、当該共同企業体と広島県との間における
次の事項に関する権限を委任します。
１　委任事項
（１）管理に関する基本協定及び年度別協定の締結の件
（２）管理費用等の請求及び受領に関する件
（３）管理費用等の返還に関する件
（４）復代理人選任に関する件
（５）その他協定履行に関する件
２　委任期間
　令和○○年○○月○○日から当該施設を管理する指定期間の満了後３カ月を経過する日まで
委任者
　共同企業体構成員　　所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　    　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　      名称　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　    　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
【様式第７号】

 eq \o\ad(申立書,　　　　　　　　　　　　)
令和　年　月　日　

　広 島 県 知 事 様

	
	郵便番号
	

	
	主たる事務所の
所在地
	

	申請者
	名称
	

	
	代表者氏名
	

	
	電話番号
	


　　

　広島県立県民の森の指定管理者の指定申請に当たり、法人等又はその代表者が、次の事項に該当しないことを申し立てます。

１　法律行為を行う能力を有しない者

２　破産者で復権を得ない者

３　地方自治法施行令第167条の４第２項（同項を準用する場合を含む。）の規定により、本県における一般競争入札等の参加を制限されている者

４　物品調達及び委託・役務業務の競争入札等に係る指名除外要領及び建設業者等指名除外要綱の規定により、本県において指名除外措置を受けている者

５　当該法人等の責めに帰すべき事由により、地方自治法第244条の２第11項の規定による指定の取消しを受けてから５年を経過しない者

６　本県における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

７　広島県税、消費税及び地方消費税を滞納している者

８　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下にある団体

　注　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４とすること。
【様式第８号】
誓　　約　　書
　私は下記の事項について誓約します。
記
１　暴力団等を排除する措置について
自己又は自己の役員等は、次の各号のいずれにも該当しません。また、県が必要とする場合には、広島県警察本部に照会することを承諾します。
（１）役員等（個人の場合はその者を、法人の場合には役員又はその支店若しくは営業所（常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。）を代表する者をいう。以下同じ。）が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織（以下「暴力団」という。）の関係者（以下「暴力団関係者」という。）である者
（２）役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用している者
（３）役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
（４）前３号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している者
（５）経営に暴力団関係者の実質的な関与がある者
２　調査協力について
　　広島県が必要があると認めるときはいつでも、業務の実施状況などの報告を行い、実地に調査することを承諾します。
３　社会保険等の加入について
（１）健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務を履行します。
（２）厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務を履行します。
（３）雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行します。
	・上記１、２に違反した場合、既存の指定は取消となります。
・過失により上記３に違反した場合、ただちに是正してください。過失以外の場合又は是正しない場合、既存の指定は取消となります。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
広島県知事様


住　　所



(ふりがな)


氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
PAGE  

